
第56回 定時株主総会招集ご通知

　

日時 　
　

平成30年９月27日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

場所 　
　

東京都豊島区駒込三丁目23番１号
当社 本社９階会議室
末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださ
い。

議決権行使期限
株主総会当日にご出席願えない場合は、書面
により議決権を行使することができますの
で、平成30年９月26日（水曜日）午後５時
30分までに到着するようご送付いただきた
くお願い申し上げます。

目次
■第56回定時株主総会招集ご通知……… 1
添付書類
■事業報告 ………………………………… 3
■計算書類 …………………………………20
■監査報告書 ………………………………26
■株主総会参考書類 ………………………29
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取

締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名

選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締

役１名選任の件

証券コード：9797
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証券コード 9797
平成30年９月５日

株 主 各 位
東京都豊島区駒込三丁目23番１号
大日本コンサルタント株式会社
代表取締役会長 高 久 晃

第56回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年９月26日（水曜日）
の午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
　

記

１．日 時 平成30年９月27日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）

２．場 所 東京都豊島区駒込三丁目23番１号
当社 本社９階会議室
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３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第56期（平成29年７月１日から平成30年６月30日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等
委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第56期（平成29年７月１日から平成30年６月30日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては法令および定款第16条
の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.ne-con.co.jp/）に掲
載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。
（1）連結計算書類の連結注記表
（2）計算書類の個別注記表
なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類および計算書類は、会計監査
人および監査等委員会が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結計算書類お
よび計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正後の
事項を当社ウェブサイト（https://www.ne-con.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承くださ
い。
◎株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございません。また、会場内への危険
物のお持ち込みはできません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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（添付書類）

事 業 報 告
（平成

平成
29
30
年
年
７
６
月
月
１
30
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過および成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の拡大や雇用・所得環境の改善が続く
中、景気は緩やかな回復基調で推移しているものの、原油価格の上昇や米国の貿易摩擦懸
念など、景気の先行きは依然不透明な状況が続いております。
　当社グループが属する建設コンサルタント業界では、巨大地震や自然災害に対する防
災・減災対策、インフラの老朽化対策、国土の強靭化による安全・安心の確保などに加
え、既存ストックの有効活用や持続可能な地域社会の形成など、社会資本整備に対するニ
ーズが多様化し、建設コンサルタントの果たすべき役割も変化しております。
　このような状況の下で、当社グループは、第11次中期経営計画（平成28年７月から平
成31年６月まで）において重点課題として設定した「競争力の強化」「収益性の向上」「社
会ニーズへの対応」に対する諸施策の取り組みを継続して実施してまいりました。特に、
九州北部豪雨や台風21号などで被災した地域の復旧・復興に向けた支援業務、ドローンの
活用やＡＩ技術などの技術開発、環境・エネルギー分野の事業開拓など積極的に努めてま
いりました。また、社会的な要請である長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた「働き方改革」の一環として、生産性の向上を図る取り組みを進めてまいり
ました。
　これらの結果、当連結会計年度における当社グループ全体の業績は、受注高が164億４
千５百万円（前連結会計年度比111.8％）となり創業以来の最高額となりました。また、
受注残高についても112億１千５百万円（同124.7％）と高水準となりました。売上高に
ついては、期初から受注が堅調に推移したものの、複数年契約業務の増加や「橋、高架の
道路等の技術基準」（道路橋示方書）の大幅な改定による契約工期の変更に伴い、売上予
定業務が翌期以降にずれ込むこととなった結果、142億２千３百万円（同96.8％）に留ま
りました。利益面におきましては、働き方改革による仕事の効率化や外注費の削減などに
より原価率が3.1ポイント改善した結果、営業利益は８億７千万円（同128.1％）、経常利
益は８億８千１百万円（同122.7％）、最終の親会社株主に帰属する当期純利益は５億５千
６百万円（同114.0％）となり、前連結会計年度に比べ減収増益となりました。
　部門別の状況を示すと次のとおりであります。なお、当社グループは単一の報告セグメ
ントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
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〔構造保全部門〕
　当部門の受注高は92億２千７百万円（前連結会計年度比125.8％）、受注残高は54億４
百万円（同175.0％）、売上高は69億１千１百万円（同95.3％）となりました。主な受注
業務として、国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所管内における大和北道路郡山下ツ
道南他橋梁詳細設計業務、東日本高速道路（ＮＥＸＣＯ東日本）管内における関越自動車
道鶴ヶ島地区橋梁拡幅設計検討業務があげられます。
〔社会創造部門〕
　当部門の受注高は35億９千万円（前連結会計年度比90.8％）、受注残高は21億３千９百
万円（同93.4％）、売上高は37億４千１百万円（同93.7％）となりました。主な受注業務
として、佐賀県佐賀市の佐賀駅周辺整備基本計画策定業務、富山県のとやま水素エネルギ
ービジョン策定があげられます。
〔防災部門〕
　当部門の受注高は20億６千万円（前連結会計年度比97.6％）、受注残高は12億５千２百
万円（同98.7％）、売上高は20億７千６百万円（同113.7％）となりました。主な受注業
務として、高知県の江ノ口川排水機場長寿命化計画策定業務、茨城県常陸太田市真弓町の
トンネルにおける空中電磁探査業務があげられます。
〔海外・施工管理部門〕
　当部門の受注高は15億６千７百万円（前連結会計年度比119.1％）、受注残高は24億１
千７百万円（同103.1％）、売上高は14億９千４百万円（同92.3％）となりました。主な
受注業務として、福島県の復興祈念公園事業ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）
業務、ミャンマー国における東西経済回廊整備事業 詳細設計調査があげられます。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度におきましては、総額１億６千７百万円の設備投資を実施いたしまし
た。その主たる内容は、既存建物設備の更新、コンピュータ機器およびソフトウェアの購
入であります。なお、これらの所要資金は、自己資金により賄っております。また、上記
金額には有形固定資産の資産除去債務対応分に係る増加額については含めておりません。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度におきましては、新たな資金調達は行っておりませんので、特記すべき
事項はありません。
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（2）財産および損益の状況
① 企業集団の財産および損益の状況

区 分 第53期
（平成27年６月期）

第54期
（平成28年６月期）

第55期
（平成29年６月期）

第56期
（当連結会計年度）
（平成30年６月期）

売 上 高 千円 － 13,136,054 14,692,355 14,223,908
経 常 利 益 千円 － 589,099 718,707 881,563
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 千円 － 362,937 488,140 556,289

１株当たり当期純利益 円銭 － 49.36 66.39 77.42
総 資 産 千円 － 9,591,372 10,202,875 11,464,811
純 資 産 千円 － 4,332,338 5,037,480 5,436,443
１ 株 当 た り 純 資 産 円銭 － 589.22 685.12 758.30
（注）１．当社は、第54期から連結計算書類を作成しているため、第53期の連結計算書類に係る財産および損益の

状況は記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。また、１株当たり純資産額
は期末発行済株式数に基づき算出しております。なお、発行済株式数はそれぞれ自己株式を控除した株式
数により算出しております。

② 当社の財産および損益の状況

区 分 第53期
（平成27年６月期）

第54期
（平成28年６月期）

第55期
（平成29年６月期）

第56期
（当事業年度）

（平成30年６月期）
売 上 高 千円 13,601,750 13,084,720 14,590,572 14,142,575
経 常 利 益 千円 831,570 570,502 677,055 809,607
当 期 純 利 益 千円 260,832 350,734 461,188 510,098
１株当たり当期純利益 円銭 35.47 47.70 62.72 70.99
総 資 産 千円 9,700,568 9,412,720 10,084,894 11,320,488
純 資 産 千円 4,404,894 4,592,737 5,043,367 5,372,570
１ 株 当 た り 純 資 産 円銭 599.08 624.63 685.92 749.38
（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。また、１株当たり純資産額は期

末発行済株式数に基づき算出しております。なお、発行済株式数はそれぞれ自己株式を控除した株式数により
算出しております。
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（3）重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主要な事業内容

Nippon Engineering-Vietnam Co., Ltd. 300千米ドル 100％ ＣＡＤ設計業務

ＮＥテクノ株式会社 20,000千円 100％ 設計アドバイザリー業務、
橋梁点検業務、一般派遣業務

（4）対処すべき課題
　当社グループを取り巻く事業環境では、防災・減災、インフラの老朽化対策、国土の強靭
化による安全・安心の確保などに加えて、既存ストックの有効活用や持続可能な地域社会の
形成など、社会資本整備に対するニーズが多様化・増大しております。当社グループは、こ
れらのニーズに的確かつ効率的に応え、経営理念としている「美しく魅力ある国土の建設と
保全」と「安全で快適な住まい環境の創出」に貢献するとともに、企業の持続的な発展に資
するため、第11次中期経営計画で定めた次の課題に積極的に取り組んでまいります。
① 競争力の強化
・プロポーザル対応力強化
・人材育成
・コアコンピタンス部門の更なる強化と新規事業領域の早期確立
② 収益性の向上
・グループ全体の生産力強化
・営業、管理部門体制見直し
・生産システムの改革、社員の能力向上、モチベーションアップによる効率化推進
③ 社会ニーズへの対応
・企業統治の強化
・品質確保体制の整備
・社員のワークライフバランスの実現、ダイバーシティへの対応
・社会環境領域への挑戦
　これらの課題を解決することにより、「成長し続ける企業」、「競争に勝つ企業」、「魅力溢
れる企業」として、社会、顧客、株主、協力会社、そして従業員からの信頼をさらに高めて
まいります。
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（5）主要な事業内容（平成30年６月30日現在）
　当社グループは、建設コンサルタント事業として、社会資本整備に関するコンサルタント
業務のうち、調査・計画・設計・工事監理などの総合的な技術サービスの提供を行っており
ます。なお、当社グループは単一の報告セグメントでありセグメント情報を記載していない
ため、事業部門別に記載すると次のとおりであります。
① 構造保全部門
　橋梁や地下構造物などを中心とした新設構造物の計画・設計業務および既存構造物の
点検、補修・補強、修繕計画などの保全関連業務を行っております。

② 社会創造部門
　道路計画・設計、交通計画、都市および地方計画、環境調査・計画、新エネルギー利
用等の調査・計画などに関する業務を行っております。

③ 防災部門
　河川・砂防計画、地質調査、探査、港湾などの調査・計画・設計に関する業務を行っ
ております。

④ 海外・施工管理部門
　国外における道路および橋梁建設プロジェクトの調査・計画・設計業務ならびに国内
外における工事の実施に関する施工管理業務などを行っております。

（6）主要な事業所（平成30年６月30日現在）
① 当社

本 社 東京都豊島区

支 社 東北（仙台市）、関東（さいたま市）、北陸（富山市）
中部（名古屋市）、大阪（大阪市）、九州（福岡市）

支 店 横浜（横浜市）、中国（広島市）、四国（高松市）
マニラ（フィリピン共和国）

事務所
盛岡（盛岡市）、福島（郡山市）、宇都宮（宇都宮市）
新潟（新潟市）、岡山（岡山市）、沖縄（那覇市）
ハノイ（ベトナム国）

② 子会社

Nippon Engineering-Vietnam Co., Ltd. 本社（ベトナム国ホーチミン市）

ＮＥテクノ株式会社 本社（埼玉県さいたま市）
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（7）使用人の状況（平成30年６月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

　 716名 　21名増

（注）１．使用人数は、正社員および嘱託社員からなる就業人員（当社グループから社外への出向者を除く）の数で
あります。

２．当社グループは建設コンサルタント事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりま
せん。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

637名 14名増 44.6歳 16.1年

（注）使用人数は、正社員および嘱託社員からなる就業人員（当社から社外への出向者を除く）の数であります。

（8）主要な借入先（平成30年６月30日現在）
　 該当事項はありません。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（平成30年６月30日現在）
（1）発行可能株式総数

24,000,000株

（2）発行済株式の総数
7,660,000株

（3）株主数
4,078名（前事業年度末比3,241名減）

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

大 日 本 コ ン サ ル タ ン ト 社 員 持 株 会 602千株 8.42％
大 日 本 コ ン サ ル タ ン ト 社 友 持 株 会 467 6.53
株 式 会 社 北 陸 銀 行 325 4.55
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 274 3.83
古 河 機 械 金 属 株 式 会 社 190 2.65
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 181 2.53
川 田 テ ク ノ シ ス テ ム 株 式 会 社 172 2.40
富 士 前 鋼 業 株 式 会 社 165 2.30
富 士 前 商 事 株 式 会 社 146 2.05
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 140 1.95
（注）１．当社は、自己株式498千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、

自己株式を控除して計算しております。
２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数のうち、信託業務に係る株式数は274千株であります。
なお、その内訳は、信託口137千株、退職給付信託口137千株であります。

（5）その他株式に関する重要な事項
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じた
株主への利益還元を図るため、平成29年６月15日開催の取締役会において、会社法第165
条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に
係る事項について決議し、以下のとおり信託方式による市場買付にて実施いたしました。
①取得した株式の総数 191,100株
②取得価格の総額 99,978,700円
③取得期間（約定日） 平成29年７月３日から平成29年10月25日
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３．新株予約権等に関する事項
当社役員が保有している株式報酬型ストック・オプション
決議年月日 平成29年10月19日

新株予約権の数(個) 158（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株） 15,800（注）

新株予約権の行使時の払込金額(円) １

新株予約権の行使期間 平成29年11月７日～平成59年11月６日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 494
資本組入額 247

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、上記行使期間内において、
当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10
日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）
を経過する日までの間に限り、新株予約権を一
括してのみ行使できるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者

の法定相続人のうち１名（以下、「権利承継者」
という。）に限り、新株予約権者の権利を相続
することができる。なお、権利承継者が死亡し
た場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相
続できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当
社の取締役会の承認を要するものとする。

当社役員の保有状況
取締役（監査等委員である取締役を除く）（人） ３

当社役員の保有状況
取締役（監査等委員である取締役を除く）（個） 158

（注）新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株
式数」という。）は１個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。
以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割また
は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会
において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の
端数は、これを切り捨てる。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（平成30年６月30日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 高 久 晃

代 表 取 締 役 新 井 伸 博 社長執行役員

専 務 取 締 役 土 井 朗 NEテクノ株式会社 取締役相談役

取 締 役
（監査等委員・常勤） 長谷川 敦 Nippon Engineering-Vietnam Co.,Ltd. 監査役

ＮＥテクノ株式会社 監査役
取 締 役
（監 査 等 委 員） 鎌 田 廣 司 鎌田税理士事務所 所長

日京テクノス株式会社 監査役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 林 田 和 久

林田和久公認会計士事務所 所長
株式会社BlueMeme 監査役
株式会社Open Models 監査役

（注）１．取締役鎌田廣司氏および林田和久氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外
取締役（会社法第２条第15号）であります。

２．取締役（監査等委員）である長谷川敦氏、鎌田廣司氏および林田和久氏は、以下のとおり、財務および会
計に関する相当程度の知見を有しております。
・長谷川敦氏は、長年にわたり当社の経理部に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があります。
・鎌田廣司氏は、税理士の資格を有しております。
・林田和久氏は、公認会計士の資格を有しております。

３．取締役会以外の重要な社内会議への出席や内部監査部門との連携を密にすることにより、監査等委員会に
よる監査の実効性を高めるために長谷川敦氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４．当社は取締役（監査等委員）鎌田廣司氏および林田和久氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社で定める独立役員の「独立性判断基準」は
38頁をご参照ください。

（2）責任限定契約の内容の概要
　当社と各監査等委員は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おり、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

（3）事業年度中に退任した取締役
　該当事項はありません。
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（4）取締役の報酬等
① 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額
取締役（監査等委員を除く）

（う ち 社 外 取 締 役）
３名

　（―名）
68,872千円
（―千円）

取締役（監査等委員）
（う ち 社 外 取 締 役）

３名
（２名）

22,890千円
（7,560千円）

合 計
（うち社外役員）

６名
（２名）

91,762千円
（7,560千円）

（注）１．平成29年９月22日開催第55回定時株主総会決議において、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額を
年額120百万円以内（但し、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。

２．平成28年９月23日開催第54回定時株主総会決議において、監査等委員である取締役の報酬限度額を月額
2,500千円以内と決議いただいております。

３．上記報酬等の額には、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額
（取締役（監査等委員を除く）5,842千円）を含んでおります。

② 報酬等の内容の決定に関する方針
　当社の取締役の報酬等は、経済や社会の情勢などを踏まえたうえで、取締役が果たすべ
き役割・責任の大きさに基づく報酬体系とすることを基本方針としております。
　具体的には、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬等の額は、株主
総会において決議いただいた報酬枠の範囲内で、固定報酬である「基本報酬」、単年度の
業績達成率に連動する「年次インセンティブ報酬」、取締役在任中の貢献に報いる「中長
期インセンティブ報酬」から構成しております。また、同総会決議において当該報酬枠の
範囲内において、年額30百万円を上限として次の２種類のストック・オプション（新株予
約権）を発行します。
・年次インセンティブ ：株式報酬型ストック・オプション（業績達成型）
・中長期インセンティブ：株式報酬型ストック・オプション（中長期インセンティブ型）
　これらのうち、株式報酬型ストック・オプション（業績達成型）につきましては、業績
目標の達成率に応じてストック・オプションを付与することとしており、業績目標を達成
しなければ付与することはありません。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の報酬等については、諮問委員会に諮問し、答申を受け、最終的に基本報酬は内規に従
い、その個々の具体的な金額は取締役会より一任された代表取締役会長が決定しておりま
す。
　監査等委員である取締役に対する報酬等の額は、株主総会において決議いただいた報酬
枠の範囲内で、固定報酬である「基本報酬」のみで構成しております。その具体的な金額
は監査等委員である取締役の協議のうえ決定しております。
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（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・取締役（監査等委員）鎌田廣司氏は、鎌田税理士事務所の所長および日京テクノス株式
会社の監査役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）林田和久氏は、林田和久公認会計士事務所の所長、株式会社
BlueMemeおよび株式会社Open Modelsの監査役であります。なお、当社と兼職先と
の間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役
（監査等委員） 鎌 田 廣 司

当事業年度において開催された取締役会14回全てに出席し、税理士とし
ての専門的知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。また、当事業年度において開催された監査等
委員会14回全てに出席し、適宜必要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 林 田 和 久

当事業年度において開催された取締役会14回全てに出席し、公認会計士
としての専門的知識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を行っております。また、当事業年度において開催された監
査等委員会14回全てに出席し、適宜必要な発言を行っております。

　

宝印刷株式会社 2018年08月20日 19時07分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 14 ―

５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称
　有限責任監査法人トーマツ

（2）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 27,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査

報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠な
どが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

（3）非監査業務の内容
　該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断
した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
　また、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委
員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解
任した旨およびその理由を報告いたします。
　なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判
断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委
員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容
を決定いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制
システム構築の基本方針」を決議しております。

① 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役は、文書管理規則に基づき、その職務執行に係る重要な情報を文書もしくは電磁
的媒体に記録・保存するものとする。また、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するもの
とする。

② 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）当社は、リスク管理規則に基づき、リスク管理責任者が、その領域ごとにリスク領域
の責任者を定める。リスク領域の責任者は、リスク評価を行い、予防策および発生時の
対応策に関する手順書の作成・教育を実施するものとする。また、リスク管理責任者
は、組織横断的な監視ならびに全社的な対応を行い、リスク管理の対応策と実施状況を
取締役会に報告するものとする。
2）当社において緊急事態が発生した場合には、リスク管理規則および危機管理会議運営
要領に基づき、発生した緊急事態の内容に応じて速やかに社長執行役員が、緊急事態へ
の対応にあたる総括責任者を選任する。総括責任者は、対応策の決定および実施の指示
を部門責任者および関係者に行うものとする。

③ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1）当社は、定例の取締役会を３か月に１回以上開催し、取締役会規則に定める重要事項
の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行う。重要な業務執行の決定は、会社法
第399条の13第６項の規定により社長執行役員である取締役に委任し、経営会議におい
て事前審議することにより、経営の意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図る。
2）操業については、年度ごとに全社的な経営目標である経営計画を策定し、各部門の達
成すべき目標に落とし込み、各部門は、具体的な目標の達成方法を定める。また、毎月
開催する経営会議において、操業の進捗状況の確認と対応策の検討を行う。
3）日常の業務執行に際しては、職務権限規定に基づき権限の委譲を行い、各管理職位の
権限関係と責任の所在を明確にする。また、稟議規定において執行手続を定め、会社業
務の組織的かつ効率的な運営を図ることができる体制を構築する。

宝印刷株式会社 2018年08月20日 19時07分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 16 ―

④ 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた
めの体制
1）当社は、取締役および使用人の法令および定款の遵守と、誠実かつ倫理的な事業活動
のための行動規範として企業行動規則を定める。取締役および使用人は、当該行動規範
を率先垂範して行うとともに、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めるも
のとする。
2）当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての内部通報体制と
して、NEグループコンプライアンス取扱基準を定め、その運用を行う。
3）当社は、コンプライアンス委員会を定期に開催し、コンプライアンスに関する諸施策
の実施状況を確認する。また、その内容を取締役会に報告する。

⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1）当社は、関係会社管理規則を定め、子会社および関連会社を含めた事業運営に関する
重要な事項の決定に関して当社への事前承認または事前報告を徹底し、当社による統括
的な管理体制を構築する。
2）当社の監査室は、内部監査規則に基づき、子会社に対する内部監査を定期に実施す
る。
3）子会社および関連会社の各社ごとの規模を踏まえ、内部統制の実効性を高める方策、
リスク管理体制など、必要な指導および支援を実施する。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役
および使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に
関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項
1) 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人（以下、補助使用人とい
う。）を置くことを求めた場合、社長執行役員である取締役は、監査等委員会と協議を
行い、速やかに人事的対応を図る。
2）補助使用人は監査等委員会の指揮命令に従い職務を行うとともに、その指揮命令事項
に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとする。また、監査等委
員会の事務局については、専任の補助使用人があたるものとする。
3）補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分などに関しては、監査等委員会の同意を
得たうえで実施する。
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⑦ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人ならびに当社子会社の
取締役、監査役その他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告
を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の当社の監査等委員会へ
の報告に関する体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを受けないことを確保するための体制
1）当社および子会社の代表取締役、業務執行取締役は、各社の取締役会などの重要な会
議において、随時その業務執行状況の報告を行う。
2）監査等委員会が必要に応じて当社または子会社の事業の報告を求めた場合、または、
業務および財産に関する調査を行う場合は、当社の取締役（監査等委員である取締役を
除く。）および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人は、迅速に対応するも
のとする。
3）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、使用人ならびに子会社の取締役、
監査役その他これらの者に相当する者および使用人は、当社または子会社に著しい損害
を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、もしくはその発生の恐れがあると判断した
場合には当該事実を、また、これらの者からこれらの事実について報告を受けた者は当
該事実を、直ちに監査等委員会に対して報告するものとする。
4）当社は、当社ならびに子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使
用人からの不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実に対する相談また
は通報に関する仕組み（内部通報制度）を構築する。また、相談または通報をしたこと
を理由として不利な取扱いを行わないことをＮＥグループコンプライアンス取扱基準に
定める。

⑧ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について
生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または
債務の処理に係る方針に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行われること
を確保するための体制
1）当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他
の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理については、当該監査等委員会
の職務の執行に関するものでないと認められた場合を除き、監査等委員の請求に従い円
滑に行う。
2）監査等委員会は、代表取締役および会計監査人とそれぞれ定期的に意見を交換する機
会を設定する。
3）監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認める際は、弁護士、公認会計士その他外
部機関の活用を保障する。
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⑨ 財務報告の適正性を確保するための体制
1）財務報告の信頼性を確保するために、適正な会計に関する記録や報告を行うととも
に、一般に公正妥当と認められる企業会計に関する諸法則、規則を遵守し、虚偽や誤解
を招く会計処理は行わない。また、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維
持・向上に努める。
2）監査室は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行い、不備などがあれば必
要な是正を行うよう指示する。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
1）当社は、取締役および使用人が遵守すべき内部規範である企業行動規則に基づき、市
民活動の秩序や安全の脅威となる反社会的勢力との関係を一切遮断する。
2）反社会的勢力からの不当な要求を受けた場合は毅然と対応し、利益供与するなど安易
な問題解決を行わない。
3）反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察や弁護士など外部専門機関との
連携体制の強化を図る。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当
社および子会社の内部統制システムを整備し運用しております。
　当事業年度の開始時には、経営計画説明会を社員に向け実施し、経営方針、経営課題、対
応方針などを説明し、全社員の認識の統一化を図っております。
　期中においては、当社の持続的成長への妨げと成りえる事業を対象にリスク管理を実施
し、各統括部による対応方針と実施状況を取締役会に報告しております。また年２回コンプ
ライアンス委員会を開催し、コンプライアンス監査、コンプライアンス研修などの実施状況
を審議し、取締役会へ報告を行っております。
　事業年度末においては、監査室による内部統制の整備・運用状況の評価結果による重大な
是正事項は存在しないことを確認しております。
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７．会社の支配に関する基本方針
　当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、
特に定めておりません。今後、買収防衛策を導入するかどうかは、当社を取り巻く状況、法制
度の進展などを勘案しながら、引き続き検討を続けてまいります。なお、買収防衛策の導入に
あたっては、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第８条において次のとおり定めて
おります。
① 当社は、買収防衛策の導入にあたっては、既存の株主の皆様の権利を害することのないよ
うにするために、適切にその情報を開示する。

② 自社の株式が公開買付けに付された場合には、株主構成に変動を及ぼし、株主の皆様に影
響を与える恐れがあることから、取締役会としての考え方を適切に開示する。

③ 当社は、株主が公開買付けに応じて株式を手放す権利を不当に妨げる措置を講じてはなら
ない。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　本事業報告に記載されている金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨て表示してお
ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
　

（平成30年６月30日現在）
（単位：千円）

　

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び完成業務未収入金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

7,627,851

4,057,524

1,392,090

1,943,143

127,797

110,092

△ 2,797

3,836,959

2,759,209

471,587

2,190,557

97,064

196,376

177,908

18,468

881,373

266,341

267,740

347,291

流 動 負 債 5,145,546

業 務 未 払 金 626,337

未 払 金 648,205

未 払 法 人 税 等 416,704

未 成 業 務 受 入 金 2,432,644

受 注 損 失 引 当 金 56,700

そ の 他 964,954

固 定 負 債 882,820

退 職 給 付 に 係 る 負 債 785,271

資 産 除 去 債 務 65,608

そ の 他 31,940

負 債 合 計 6,028,367

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,445,690

資 本 金 1,399,000

資 本 剰 余 金 1,518,460

利 益 剰 余 金 2,728,811

自 己 株 式 △ 200,580

その他の包括利益累計額 △ 15,088

その他有価証券評価差額金 62,982

為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 21,942

退職給付に係る調整累計額 △ 56,128

新 株 予 約 権 5,842

純 資 産 合 計 5,436,443

資 産 合 計 11,464,811 負 債 純 資 産 合 計 11,464,811
　

（注）記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
　

（自 平成
至 平成

29
30
年
年
７
６
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

科目 金額

売 上 高 14,223,908

売 上 原 価 10,224,345

売 上 総 利 益 3,999,562

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,129,373

営 業 利 益 870,188

営 業 外 収 益

受 取 利 息 222

受 取 配 当 金 8,700

雑 収 入 10,394 19,317

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,045

雑 支 出 5,897 7,942

経 常 利 益 881,563

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 881,563

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 382,479

法 人 税 等 調 整 額 △ 57,205 325,273

当 期 純 利 益 556,289

親会社株主に帰属する当期純利益 556,289
　

（注）記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

宝印刷株式会社 2018年08月20日 19時07分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 22 ―

連結株主資本等変動計算書
　

（自 平成
至 平成

29
30
年
年
７
６
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 1,399,000 1,518,460 2,253,401 △100,585 5,070,276

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △80,879 △80,879

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 556,289 556,289

自 己 株 式 の 取 得 △99,994 △99,994

株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 ― ― 475,409 △99,994 375,414

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,399,000 1,518,460 2,728,811 △200,580 5,445,690

　
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金 為替換算調整勘定 退職給付に係る

調 整 累 計 額
その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 68,844 △21,517 △80,123 △32,796 ― 5,037,480

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △80,879

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 556,289

自 己 株 式 の 取 得 △99,994

株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額（純額） △5,862 △424 23,994 17,707 5,842 23,549

当連結会計年度変動額合計 △5,862 △424 23,994 17,707 5,842 398,963

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 62,982 △21,942 △56,128 △15,088 5,842 5,436,443
　

（注）記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。
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貸 借 対 照 表
　

（平成30年６月30日現在）
（単位：千円）

　

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び完成業務未収入金

た な 卸 資 産

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

7,461,015

3,928,400

1,388,245

1,918,610

92,206

120,574

15,775

△2,797

3,859,472

2,757,309

470,156

1,039

1,168

94,387

2,190,557

192,047

173,616

18,431

910,114

246,341

40,000

37,238

3,718

242,141

340,675

流 動 負 債 5,150,241
業 務 未 払 金 723,697
未 払 金 637,105
未 払 費 用 205,469
未 払 法 人 税 等 391,573
未 払 消 費 税 等 497,994
未 成 業 務 受 入 金 2,432,644
預 り 金 204,786
受 注 損 失 引 当 金 56,700
資 産 除 去 債 務 270

固 定 負 債 797,675
退 職 給 付 引 当 金 700,126
資 産 除 去 債 務 65,608
そ の 他 31,940
負 債 合 計 5,947,917
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,303,746
資 本 金 1,399,000
資 本 剰 余 金 1,518,460
資 本 準 備 金 518,460
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,000,000
利 益 剰 余 金 2,586,867
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,586,867
固定資産圧縮積立金 2,563
別 途 積 立 金 700,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,884,303

自 己 株 式 △200,580
評 価 ・ 換 算 差 額 等 62,982
その他有価証券評価差額金 62,982
新 株 予 約 権 5,842
純 資 産 合 計 5,372,570

資 産 合 計 11,320,488 負 債 純 資 産 合 計 11,320,488
　

（注）記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。
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損 益 計 算 書
　

（自 平成
至 平成

29
30
年
年
７
６
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

科目 金額

売 上 高 14,142,575

売 上 原 価 10,283,454

売 上 総 利 益 3,859,121

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,064,853

営 業 利 益 794,267

営 業 外 収 益

受 取 利 息 217

受 取 配 当 金 8,700

雑 収 入 14,338 23,255

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,018

雑 支 出 5,897 7,915

経 常 利 益 809,607

税 引 前 当 期 純 利 益 809,607

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 355,951

法 人 税 等 調 整 額 △ 56,441 299,509

当 期 純 利 益 510,098
　

（注）記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。
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株主資本等変動計算書
　

（自 平成
至 平成

29
30
年
年
７
６
月
月
１
30
日
日）

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金 別途積立金 繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,399,000 518,460 1,000,000 1,518,460 2,563 700,000 1,455,085 2,157,648

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △80,879 △80,879

当 期 純 利 益 510,098 510,098

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― ― 429,218 429,218

当 期 末 残 高 1,399,000 518,460 1,000,000 1,518,460 2,563 700,000 1,884,303 2,586,867

　
株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算差額等
合 計

当 期 首 残 高 △100,585 4,974,523 68,844 68,844 ― 5,043,367

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △80,879 △80,879

当 期 純 利 益 510,098 510,098

自 己 株 式 の 取 得 △99,994 △99,994 △99,994

株 主 資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） △5,862 △5,862 5,842 △20

当 期 変 動 額 合 計 △99,994 329,223 △5,862 △5,862 5,842 329,202

当 期 末 残 高 △200,580 5,303,746 62,982 62,982 5,842 5,372,570
　

（注）記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。
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会計監査人の連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年８月10日

　
大日本コンサルタント株式会社
取 締 役 会 御中

　
有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内 田 淳 一 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 村 広 樹 ㊞

　

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大日本コンサルタント株式会社の平成29年７月１日
から平成30年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　
連結計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、大日本コンサルタント株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年８月10日

　
大日本コンサルタント株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内 田 淳 一 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 村 広 樹 ㊞

　

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大日本コンサルタント株式会社の平成29年７
月１日から平成30年６月30日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

　
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、平成29年７月1日から平成30年６月30日までの第56期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記
の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議
に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締役会その他に
おける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につ
いては、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成30年８月17日

大日本コンサルタント株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 長谷川 敦 ㊞
監 査 等 委 員 鎌 田 廣 司 ㊞
監 査 等 委 員 林 田 和 久 ㊞

（注）監査等委員 鎌田廣司及び林田和久は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役で
あります。

　以上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
　当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様
に対する安定的な配当の継続を基本としております。第56期の期末配当につきましては、当期
の業績および今後の事業展開などを勘案いたしまして前期より４円増配し、以下のとおりとい
たしたいと存じます。
期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金15円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は107,423,625円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年９月28日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
　取締役全員（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）３名は、本総
会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役３名の選任をお願いいたしたいと
存じます。
　取締役候補者の選任については、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けて
おります。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断して
おります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
取 締 役 会 出 席 状 況

所 有 す る
当社の株式数

１

再 任

たか く あきら

高 久 晃
（昭和29年７月２日生）

【略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況】
昭和53年４月 当社入社
平成16年７月 当社東北支社支社長
平成17年５月 当社経営統括部経営企画室室長
平成18年７月 当社経営統括部部長
平成18年９月 当社取締役
平成19年７月 当社経営統括部統括部長
平成19年９月 当社経営企画担当

当社執行役員
平成21年９月 当社業務管理担当

当社業務統括部統括部長
平成22年10月 当社海外事業担当
平成23年９月 当社常務取締役

当社技術総括担当
当社西日本経営総括担当（近畿、中国、四
国、九州地域）

平成24年９月 当社専務取締役
平成25年１月 当社情報セキュリティ責任者
平成25年９月 当社代表取締役社長

当社執行役員
平成28年９月 当社代表取締役会長（現任）
【取締役会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

63,800株

【取締役候補者とした理由】
平成18年９月に取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって12年となります。
昭和53年の入社以来、長きにわたり海外事業に従事し、その後、取締役として経営企画担当、業務管理担
当などを経て、平成25年９月から代表取締役社長を３年間、平成28年９月から代表取締役会長を２年間
務めて今日に至っております。当社における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、引き
続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
取 締 役 会 出 席 状 況

所 有 す る
当社の株式数

２

再 任

新　井　伸　博
あら い のぶ ひろ

（昭和31年１月15日生）

【略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況】
昭和55年４月 当社入社
平成18年７月 当社構造事業部事業部長
平成19年９月 当社執行役員
平成21年９月 当社常務執行役員

当社技術統括部副統括部長
平成22年７月 当社東京支社副支社長
平成23年７月 当社東京支社支社長
平成23年９月 当社取締役

当社事業戦略担当（関東地域）
当社執行役員

平成25年７月 当社技術総括担当
当社技術統括部統括部長
当社技術統括部構造保全事業統括
当社復興防災推進部部長

平成25年９月 当社常務取締役
当社情報セキュリティ責任者

平成26年９月 当社技術統括担当
平成28年９月 当社代表取締役社長執行役員（現任）
【取締役会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

37,000株

【取締役候補者とした理由】
平成23年９月に取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって７年となります。
昭和55年の入社以来、橋梁設計などの構造保全事業に従事し、その後、東京支社支社長、技術統括部統括
部長、取締役として事業戦略担当（関東地域）、技術統括担当などを経て、平成28年９月から代表取締役
社長執行役員を２年間務めて今日に至っております。当社における豊富な業務経験と企業経営に関する知
見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
取 締 役 会 出 席 状 況

所 有 す る
当社の株式数

３

再 任

ど い あきら

土 井 朗
（昭和29年９月16日生）

【略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況】
昭和54年１月 当社入社
平成16年７月 当社北陸支社支社長
平成19年９月 当社執行役員
平成21年７月 当社経営統括部担当部長
平成21年９月 当社取締役

当社経営企画担当
当社経営統括部統括部長

平成24年９月 当社常務取締役
平成25年９月 当社市場戦略担当

当社事業開拓担当
平成26年７月 当社経営管理担当
平成26年９月 当社専務取締役（現任）

当社事業戦略担当（中日本地域）
平成29年７月 ＮＥテクノ株式会社 取締役相談役（現

任）
【取締役会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

52,000株

【取締役候補者とした理由】
平成21年９月に取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって９年となります。
昭和54年の入社以来、道路設計などの社会創造事業に従事し、その後、北陸支社支社長、経営統括部統括
部長、取締役として経営企画担当、市場戦略担当、事業開拓担当、経営管理担当などを経て、現在は専務
取締役として経営全般を監督して今日に至っております。当社における豊富な業務経験と企業経営に関す
る知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。

　

（注）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員３名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改
めて監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けてお
ります。また、当社の監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
取締役会・監査等委員会出席状況

所 有 す る
当社の株式数

１

再 任

は せ がわ あつし

長谷川 敦
（昭和29年９月23日生）

【略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況】
平成18年12月 川田工業株式会社 経理部経理・財務担当

部長代理
平成20年６月 当社入社、業務統括部経理部担当部長
平成20年10月 当社業務統括部経理部部長
平成21年９月 当社執行役員
平成22年７月 Nippon Engineering-Vietnam Co.,Ltd．

監査役（現任）
平成25年９月 当社常務執行役員
平成26年９月 当社専務執行役員
平成27年７月 ＮＥテクノ株式会社 監査役（現任）
平成28年９月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
【取締役会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

【監査等委員会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

16,200株

【取締役候補者とした理由】
平成28年９月に監査等委員である取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって２年となり
ます。
橋梁メーカーで総務・経理などを経験し、平成20年に当社に入社以来、経理部部長を経て、現在は当社の
監査等委員である取締役として職務を遂行するとともに、連結子会社でありますNippon
Engineering-Vietnam Co.,Ltd.およびＮＥテクノ株式会社の監査役をそれぞれ兼職し今日に至っており
ます。当社における豊富な業務経験と監査に関する知見を有しており、引き続き選任をお願いするもので
あります。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
取締役会・監査等委員会出席状況

所 有 す る
当社の株式数

２

再 任

鎌　田　廣　司
かま た ひろ し

（昭和25年４月29日生）

【略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況】
昭和44年４月 札幌国税局入局
平成20年７月 東京国税局調査第四部調査総括課長
平成21年７月 松戸税務署長
平成22年９月 鎌田税理士事務所開設 所長（現任）
平成24年５月 日京テクノス株式会社 監査役（現任）
平成26年９月 当社監査役
平成28年９月 当社取締役（監査等委員）（現任）
【取締役会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

【監査等委員会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

900株

【取締役候補者とした理由】
平成28年９月に監査等委員である取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって２年となり
ます。
直接会社の経営に関与された経験はありませんが、国税局での要職を歴任し、退官後も税理士としての専
門的知識や豊富な経験を有しており、平成26年９月から当社の監査役を２年間、現在は当社の監査等委員
である取締役として適切に職務を遂行していただいております。その専門的知識と豊富な経験を当社の業
務執行の監督および監査に活かしていただくため、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
取締役会・監査等委員会出席状況

所 有 す る
当社の株式数

３

再 任

はやし だ かず ひさ

林 田 和 久
（昭和48年12月18日生）

【略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況】
平成19年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監

査法人）入所
平成26年２月 林田和久公認会計士事務所開設 所長（現

任）
平成28年９月 当社取締役（監査等委員）（現任）
平成29年 6 月 株式会社Blue Meme 監査役（現任）
平成29年12月 株式会社Open Models 監査役（現任）
【取締役会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

【監査等委員会出席状況（当事業年度）】
　 14回／14回（出席率100％）

100株

【取締役候補者とした理由】
平成28年９月に監査等委員である取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって２年となり
ます。
公認会計士としての専門的知識とＩＰＯ支援、財務会計相談、内部統制構築支援、各種法定監査などの豊
富な経験を有しており、現在は当社の監査等委員である取締役として適切に職務を遂行していただいてお
ります。その専門的知識と豊富な経験を当社の業務執行の監督および監査に活かしていただくため、引き
続き選任をお願いするものであります。

　

（注）１．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．鎌田廣司氏および林田和久氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者でありま
す。

３．当社は鎌田廣司氏および林田和久氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に
届け出ております。両氏が選任された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
なお、当社で定めた独立役員の「独立性判断基準」は38頁をご参照ください。

４．当社と長谷川敦氏、鎌田廣司氏および林田和久氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。ま
た、各氏の選任が承認された場合には、同様の契約を継続する予定であります。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委
員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けてお
ります。また、当社の監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
　

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

再 任

とう かい ひで き

東 海 秀 樹
（昭和29年１月18日生）

昭和47年４月 東京国税局入局
平成19年７月 気仙沼税務署長
平成20年７月 国税庁長官官房主任監察官
平成21年７月 国税庁長官官房次席監察官
平成23年７月 柏税務署長
平成24年７月 東京国税局調査第三部次長
平成25年７月 芝税務署長
平成26年９月 東海秀樹税理士事務所開設 所長（現任）
平成27年５月 ミニストップ株式会社 監査役（現任）
平成30年６月 株式会社エーアンドエーマテリアル 取締役

（現任）

－株

【取締役候補者とした理由】
直接会社の経営に関与された経験はありませんが、国税局での要職を歴任し、税理士としての専門的知識と豊富な
経験を有しており、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合、速やかに監査等委員とし
ての職責を果たしていただける人物であると判断し、その専門的知識と豊富な経験を当社の業務執行の監督および
監査に活かしていただくため、補欠の社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

　

（注）１．補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．東海秀樹氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．当社は、東海秀樹氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
なお、当社で定めた独立役員の「独立性判断基準」は38頁をご参照ください。

４．当社は、東海秀樹氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責
任限度額であります。
　

以 上
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【ご参考】
　当社では、取締役候補者の選任にあたり「取締役選任・解任・解職規定」を監査等委員会
の同意の上、取締役会において決議し、当該規定に基づき取締役候補者の選任を行っており
ます。規定の概要を示すと次のとおりであります。

（１）取締役候補者の選任要件
取締役候補者は、次に掲げる①～③の全ての要件を満たす者を選任し、かつ独立役員とす
る者に関しては④の要件も満たす者を選任する。
① 会社法上求められる取締役の欠格事由に該当しないこと。
② 性別、年齢、国籍は問わず、取締役としての人格、見識、能力および豊富な経験ととも
に、高い倫理観を有している者であること。

③ 取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であり、か
つ当社以外に３社を超えて他の上場会社の役員を兼任していないこと。

④ 東京証券取引所が定める独立役員として届け出る社外取締役は、（４）独立性判断基準
を満たす者であること。

（２）代表取締役候補者の選定要件
代表取締役は、取締役（社外取締役を除く。）および経営幹部の中から、次に掲げる①～
③の要件を満たす者を後継者候補とする。後継者候補に対してより重要な職務を委嘱するこ
となどを通して代表取締役としての適性を判断し、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）
し、諮問委員会の答申を受けたのち、取締役会が決定する。
① 経営理念の実現に向けたイノベーションの気概
② ビジョンを掲げる力とリーダーシップ
③ 社内外からの人望、見識・専門性などに基づいた経営判断能力

（３）選任手続
取締役候補者は、次に掲げる手続をもって選任し、株主総会に付議する。
① 代表取締役会長から諮問委員会に取締役候補者について諮問（指名に関する事項）し、
諮問委員会の答申を受けたのち、取締役会において決定する。

② 監査等委員である取締役候補者の選任については、①の手続のほかに監査等委員会の同
意を要する。
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（４）独立性判断基準
社外取締役候補者のうち、次に掲げる全ての基準を満たす者は、当社からの独立性を有
し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断する。
① 現在、当社または当社の子会社の役員および使用人であってはならず、かつ、その就任
の前１０年間において、当社または当社の子会社の役員および使用人であってはならな
い。

② 直近事業年度から先行する３事業年度のいずれかにおいて、下記③～⑨までに掲げる者
であってはならない。

③ 当社または当社の子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間
（連結）売上高の２％以上の支払いを、当社または当社の子会社から受けた者）または
その法人・団体等の業務執行者であってはならない。

④ 当社または当社の子会社の主要な取引先である者（当社の直近事業年度における年間
（連結）売上高の２％以上の支払いを行っている者）またはその法人・団体等の業務執
行者であってはならない。

⑤ 当社または当社の子会社から役員報酬以外に年間１,０００万円以上の金銭その他の財産
を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・
団体等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）であってはならない。

⑥ 当社または当社の子会社から年間１,０００万円以上の寄付を受けている者またはその寄
付を受けている法人・団体等の業務執行者であってはならない。

⑦ 当社の総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその
法人・団体等の業務執行者であってはならない。

⑧ 当社または当社の子会社が総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有し
ている法人・団体等の業務執行者であってはならない。

⑨ 当社または当社の子会社から役員を受入れしている会社またはその親会社もしくは子会
社の業務執行者であってはならない。

⑩ 上記①～⑨までに掲げる者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族であって
はならない。

⑪ 当社において、現任社外取締役の地位にある者が、再任されるためには、通算の在任期
間が８年間を超えてはならない。

⑫ その他、社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していな
いこと。
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（５）取締役の解任提案要件
取締役は、次に掲げる①～④のいずれか一つでも該当した場合、解任提案の対象とする。
① 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められること
② 法令もしくは定款その他規程に違反し、当社に多大な損害もしくは業務上の支障を生じ
させたこと

③ 職務執行に著しい支障が生じたこと
④ （１）取締役候補者の選任要件の要件を欠くことが明らかになったこと

（６）代表取締役の解職提案要件
代表取締役は、次に掲げる①～③のいずれかに該当した場合、解職提案の対象とする。
① 会社の業績等の適切な評価を踏まえ、その機能を十分発揮していないと認められること
② 職務執行に支障が生じたこと
③ （２）代表取締役候補者の選定要件の要件を欠くことが明らかになったこと

（７）取締役の解任手続
　取締役の解任は、次に掲げる手続を経て株主総会に付議し、決定する。
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の解任については、代表取締役会長が諮問
委員会に諮問（解任に関する事項）し、諮問委員会の答申を受けて作成する解任議案
を、同案に対する監査等委員会の意見を踏まえて取締役会が審議し、株主総会への付議
を決定する。

② 監査等委員である取締役の解任については、代表取締役会長が諮問委員会に諮問（解任
に関する事項）し、諮問委員会の答申を受けて作成する解任議案を取締役会が審議し、
株主総会への付議を決定する。

　
（８）代表取締役の解職手続
　代表取締役の解職は、次に掲げる手続をもって行う。
　 選定監査等委員から諮問委員会に解職について諮問（解職に関する事項）し、諮問委員
会の答申を受けたのち、取締役会で決定する。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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■ＪＲ山手線「駒込駅」
　北口より徒歩３分
■地下鉄南北線「駒込駅」
　５番出口より徒歩２分
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図
　

東京都豊島区駒込三丁目23番１号
当社 本社９階会議室

　

お願い
１．駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださ
いますようお願い申し上げます。

２．株主総会ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご
理解いただきますよう、お願い申し上げます。
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